
12

補
正
予
算

▼
議
案
61　

令
和
５
年
度
松

田
町
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
６
号
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
億

５
４
３
万
５
千
円
を
追
加
し
、

予
算
総
額
を
56
億
９
５
２
８

万
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、
歳
入
が
物

価
高
騰
対
応
重
点
支
援
地
方

創
生
臨
時
交
付
金
な
ど
、
歳

出
は
、
物
価
高
騰
対
応
重
点

支
援
地
方
創
生
臨
時
交
付
金

充
当
事
業
や
国
民
健
康
保
険

及
び
介
護
保
険
事
業
特
別
会

計
繰
出
金
、
感
染
症
予
防
事

業
、
私
立
幼
稚
園
等
教
育
給

付
費
な
ど
の
補
正
を
す
る
も

の
で
す
。

▼
議
案
62　

令
和
５
年
度
松

田
町
国
民
健
康
保
険
事
業
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
６
２

７
万
６
千
円
を
減
額
し
、
予

算
総
額
を
12
億
７
４
３
８
万

円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、
人
事
異
動

等
に
伴
う
人
件
費
及
び
財
政

調
整
基
金
の
利
子
の
補
正
を

す
る
も
の
で
す
。

▼
議
案
63　

令
和
５
年
度
松

田
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
58
万

９
千
円
を
増
額
し
、
予
算
総

額
を
５
２
２
５
万
１
千
円
と

す
る
も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、
人
事
異
動

等
に
伴
う
人
件
費
の
補
正
を

す
る
も
の
で
す
。

▼
議
案
64　

令
和
５
年
度
松

田
町
寄
簡
易
水
道
事
業
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
０

８
万
円
を
追
加
し
、
予
算
総

額
を
５
５
８
６
万
円
と
す
る

も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、
歳
入
が
一

般
会
計
繰
入
金
、
公
営
企
業

会
計
化
に
よ
り
廃
止
と
な
る

運
営
基
金
の
繰
入
金
、
前
年

度
繰
越
金
、
歳
出
は
財
源
の

補
正
を
す
る
も
の
で
す
。

▼
議
案
65　

令
和
５
年
度
松

田
町
介
護
保
険
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
４
０

１
万
円
を
追
加
し
、
予
算
総

額
を
12
億
１
０
７
万
４
千
円

と
す
る
も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、
歳
入
が
地

域
支
援
事
業
支
援
交
付
金
な

ど
、
歳
出
は
職
員
給
与
費
や

要
支
援
者
等
を
対
象
と
し
た

通
所
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
介
護

認
定
審
査
会
シ
ス
テ
ム
等
の

改
修
費
負
担
金
な
ど
の
補
正

を
す
る
も
の
で
す
。

▼
議
案
66　

令
和
５
年
度
松

田
町
後
期
高
齢
者
医
療
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
０

９
０
万
８
千
円
を
追
加
し
、

予
算
総
額
を
２
億
３
７
０
万

７
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、
歳
入
が
保

険
基
盤
安
定
繰
入
金
、
前
年

度
繰
越
金
、
歳
出
は
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
納
付
金

な
ど
の
補
正
を
す
る
も
の
で

す
。

名
誉
町
民

▼
議
案
67　

松
田
町
名
誉
町

民
の
推
挙
に
つ
い
て

　

町
政
の
発
展
に
顕
著
な
貢

献
を
さ
れ
た
功
績
と
栄
誉
を

た
た
え
、
松
田
町
名
誉
町
民

条
例
に
規
定
さ
れ
た
、
名
誉

町
民
の
称
号
を
贈
る
た
め
、

次
の
方
が
提
案
さ
れ
、
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

�

島し
ま

村む
ら

俊
し
ゅ
ん

介す
け　

氏

同
　
　
意

▼
同
意
10
・
11　

人
権
擁
護

委
員
の
推
薦
に
つ
い
て

　

任
期
満
了
に
伴
い
、
次
の

方
が
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

�

吉よ
し

濱は
ま

容よ
う

子こ　

氏

�

平ひ
ら

原は
ら

有ゆ
う

郎ろ
う　

氏

審
議
の
結
果

　

採
決
の
結
果
は
、
15
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

発
　
　
議

▼
発
議
４　

町
長
の
専
決
処

分
事
項
に
関
す
る
条
例

　

町
長
が
専
決
処
分
す
る
こ

と
に
つ
い
て
議
会
の
権
限
に

属
す
る
軽
易
な
事
項
を
指
定

す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
南

雲
議
員
が
提
案
者
と
な
り
議

員
全
員
（
議
長
は
除
く
）
が

賛
成
者
と
な
り
、
本
会
議
に

提
出
し
、
賛
成
全
員
で
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

発議第4号

町長の専決処分事項に関する条例（抜粋）
第1条　松田町議会の権限に属する事項中、次の事
項については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）
第1８０条第1項の規定により、町長の専決処分事項
に指定する。
⑴　法律上町の義務に属する損害賠償において、交通
事故等に係るもので自動車損害賠償保障法（昭和3０
年法律第９７号）の適用を受け、同法に規定する当該
保険金の最高限度額以内のものについてその額を定め
ること。
⑵　前号に係る和解に関すること。
⑶　前２号に掲げるもののほか、目的価額が1００万
円以下の和解に関すること及び1００万円以下の損害
賠償の額を定めること。
⑷　法令の改正又は廃止に伴い、条例中の当該法令の
題名、条項又は用語を引用する規定を整理する場合で、
必然的に改正を要し、独自の判断をする余地がないと
きに限り、当該法令の題名、条項又は用語に係る規定
を改正すること。
附　則　この条例は、公布の日から施行する。


